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ア
プ
リ
の
主
な
内
容

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

固
定
資
産
課
税
台
帳
の

郵
送
で
の
請
求
方
法

●
請
求
に
必
要
な
も
の

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

の
縦
覧

　

閲
覧
・
縦
覧
の
申
請
に
は
、本
人

確
認
の
た
め
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
や
自
動
車
運
転
免
許
証
な
ど
の

顔
写
真
付
き
公
的
証
明
書
の
提
示

が
必
要
で
す
。ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の

た
め
、閲
覧
に
つ
い
て
は
な
る
べ
く

郵
送
に
よ
る
請
求
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

各
市
税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
か

各
区
役
所（
小
倉
北
・
八
幡
西
は
除

く
）内
税
務
課　

4
月
1
日
か
ら
の

毎
週
月
〜
金
曜
日（
祝
・
休
日
、12

月
29
日
〜
1
月
3
日
は
除
く
）8
時

30
分
〜
17
時
。

出
張
所
　▼
曽
根
・
折
尾
出
張
所
＝
4

月
14
日（
水
）・
15
日（
木
）の
8
時
30

分
〜
17
時　
▼
松
ヶ
江
・
大
里
・
島
郷
・

八
幡
南
出
張
所
＝
4
月
16
日（
金
）の

８
時
30
分
〜
17
時
。※
両
谷・東
谷・上

津
役
出
張
所
で
は
閲
覧
で
き
ま
せ
ん
。

財
政
局
固
定
資
産
税
課　

閲
覧
は

償
却
資
産
だ
け
。4
月
1
日
か
ら
の

毎
週
月
〜
金
曜
日（
祝
・
休
日
、
12
月

29
日
〜
1
月
3
日
は
除
く
）8
時
30

分
〜
17
時
。

　

4
月
1
〜
30
日
の
毎
週
月
〜
金

曜
日（
祝
日
は
除
く
）8
時
30
分
〜

17
時
、対
象
資
産
を
所
管
す
る
市

税
事
務
所
固
定
資
産
税
課
で
。

納
税
者
か
代
理
人（
委
任
状
が
必

要
）。

①「
固
定
資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）

閲
覧
申
請
書
」（
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（
ア
ド
レ
ス
は
表
紙
参
照
）⬇

「
く
ら
し
の
情
報
」⬇「
税
・
保
険
・

年
金
」⬇「
税
」⬇「
市
税
の
証
明
・

閲
覧
に
つ
い
て
」⬇「
固
定
資
産
税

の
縦
覧
・
閲
覧
な
ど
」の
ペ
ー
ジ
中

「
固
定
資
産
税
の
閲
覧
制
度
」よ

り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
）。

　

※
4
月
1
日
か
ら
、申
請
書
と
委

任
状
の
様
式
を
変
更
し
ま
す
。現

在
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

る
様
式
は
当
面
の
間
使
用
で
き

ま
す
。

　

※
こ
の
申
請
書
を
利
用
し
な
い
場

合
＝
任
意
の
用
紙
に「
固
定
資
産

課
税
台
帳（
名
寄
帳
）閲
覧
申
請
」

と
記
入
の
上
、納
税
義
務
者
本
人

の
①
住
所
、②
氏
名（
自
署
か
記

名
・
押
印
）、③
生
年
月
日
、④
物

件
の
所
在
す
る
区
、⑤
電
話
番

号
、⑥
必
要
な
年
度
を
記
載
し
た

も
の
。

②
納
税
義
務
者
本
人
の
確
認
書
類

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、自
動

車
運
転
免
許
証
な
ど
身
分
証
明
）

の
写
し

納
税
義
務
者
な
ど
か
代
理

人（
委
任
状
が
必
要
）。借
地
・
借
家

人
な
ど
も
出
張
所
以
外
で
閲
覧
で
き

ま
す（
借
地
・
借
家
人
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
書
類
な
ど
の
提
示

が
必
要
）。
１
件
3
0
0
円（
納
税

義
務
者
な
ど
と
代
理
人
は
、4
月
30

日（
金
）ま
で
令
和
３
年
度
分
は
無

料
で
閲
覧
で
き
ま
す
）。

　

本
市
で
は
、I
C
T（
情
報
通
信
技

術
）を
活
用
し
た
子
育
て
支
援
策
と

し
て
、母
子
手
帳
ア
プ
リ「
き
た
き
ゅ

う
子
育
て
応
援
ア
プ
リ
」の
提
供
を

開
始
し
ま
し
た
。

　

母
子
健
康
手
帳
を
補
助
し
、妊
娠

週
数
や
子
ど
も
の
月
齢
等
に
応
じ
た

地
域
子
育
て
情
報
が
届
き
ま
す
。

　

お
母
さ
ん
や
子
ど
も
の
健
診
デ
ー

タ
を
記
録
す
る
こ
と
で
、体
重
な
ど

を
グ
ラ
フ
で
確
認
で
き
ま
す
。ま
た
、

状
態
に
応
じ
た
医
師
監
修
の
ア
ド
バ

イ
ス
も
表
示
さ
れ
ま
す
。

　

予
防
接
種
の
事
前
の
お
知
ら
せ
、

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
な
ど
の
機
能
で

面
倒
な
予
防
接
種
の
調
整
を
支
援
し

て
く
れ
ま
す
。

　

妊
娠
週
数
に
合
わ
せ
た
お
す
す
め

レ
シ
ピ
な
ど
出
産
・
育
児
に
関
す
る
お

役
立
ち
情
報
が
配
信
さ
れ
ま
す
。

　

ア
プ
リ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

な
ど
詳
し
く
は

を
。市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
記
を
読
み
取

り
）で
も
確
認
で

き
ま
す
。

　

市
の
取
り
組
み
を
も
っ
と
便
利
に

活
用
し
て
も
ら
う
た
め
、出
産
か
ら
子

育
て
ま
で
必
要
な
情
報
を
簡
単
に
検

索
で
き
ま
す
。ま
た
、市
か
ら

の
子
育
て
に
関
す
る
お
知
ら

せ
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＝対象 ＝定員、定数 ＝料金、費用 ＝市の担当課＝申し込み ＝問い合わせ ＝手話通訳 ＝要約筆記 ＝FAX＝共通の内容 ＝ネット窓口（電子申請）◎ ☆ ＄ ＃ ♥ Α Β ＊♦ ￡

資産の所在地

門 司 区
東部市税事務所固定資産税課
〒803-8510小倉北区大手町1番1号
（小倉北区役所４階）

西部市税事務所固定資産税課

財政局固定資産税課

〒806-8510八幡西区黒崎三丁目15番3号
（黒崎駅西側、コムシティ４階）

〒803-8501小倉北区城内1番1号
（市役所６階）

小倉北区

土地・家屋

償却資産

小倉南区

八幡東区
若 松 区

戸 畑 区

八幡西区

全　区

請求・問い合わせ先

＊ ☎582・2390市民文化スポーツ局東アジア文化都市推進室

「
き
た
き
ゅ
う
子
育
て
応
援
ア
プ
リ
」で

妊
娠・出
産・育
児
を
し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト

「
東
ア
ジ
ア
文
化
都
市
北
九
州
2
0
2
0

▼
2
1
交
流
式
典
」 の
観
覧
者
を
募
集

令
和
3
年
度 

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
、

土
地・家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
な
ど

♥子ども家庭局子育て支援課
☎582・2410

☎582・3371

☎582・3372

☎642・1459

☎642・1464

☎582・3210

　
新
作
日
本
舞
踊
の
上
演
や
中
国・韓

国
の
芸
能
団
に
よ
る
公
演
な
ど
。6
月

6
日（
日
）14
時
開
演
、北
九
州
芸
術
劇

場
大
ホ
ー
ル（
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
北
九

州
6
階
）で
。
1
0
0
0
人（
応
募

多
数
の
場
合
は
抽
選
）。
あ
り
。託

児（
無
料
）は

を
。申
込
書
は
各
区
役

所
・
出
張
所
な
ど
で
配
布
中
。
4
月

20
日
ま
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、郵

送
、フ
ァ
ク
ス
で
東
ア
ジ
ア
文
化
都
市

北
九
州
2
0
2
0
▼
2
1
交
流
式

典
受
付
係（
〒
8
0
2
–
0
0
0
1
小

倉
北
区
浅
野
二
丁
目
9
–
8
小
倉

興
産
K
M
M
ビ
ル
南
館
、
☎

4
8
2
・
2
1
4
0（
受
付
時

間
10
〜
17
時
）、　

4
8
2
・

2
1
7
8
）へ
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
の
申
し
込
み
は
特
設
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（
左
記
を
読
み
取
り
）を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

▲アプリ内の画面

▲特設
　ホームページ

●
母
親
の
健
康
記
録
・
子
ど
も
の

　
成
長
記
録

●
予
防
接
種
管
理

●
子
育
て
に
関
す
る
知
識

●
子
育
て
情
報

土
地
・
家
屋
の
評
価
替
え

　

土
地・家
屋
の
価
格
は
3
年
ご
と

審
査
の
申
し
出

　

固
定
資
産
の
価
格
に
不
服
が

あ
れ
ば
、
納
税
通
知
書
受
領
後

3
カ
月
以
内
に
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
に
審
査
の
申
し
出

が
で
き
ま
す
。
納
税
通
知
書
は

4
月
中
旬
に
送
付
予
定
で
す
。

●
請
求
先

　

資
産（
土
地
・
家
屋
）が
所
在
す
る

区
を
担
当
す
る
市
税
事
務
所
の
固

定
資
産
税
課
に
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。た
だ
し
、東
西
の
市
税
事
務
所
が

担
当
す
る
物
件
に
つ
い
て
同
時
に
請

求
す
る
場
合
は
、い
ず
れ
か
の
市
税

⑥
相
続
で
必
要
な
場
合
は
相
続
人
と

被
相
続
人
の
関
係
が
わ
か
る
も
の

（
戸
籍
の
写
し
な
ど
）

⑤
委
任
を
受
け
て
い
る
場
合
は
委
任

状
の
原
本（
委
任
者
の
自
署
か
記

名
・
押
印
）

④
手
数
料
分
の
定
額
小
為
替

③
申
請
者
の
住
所
・
氏
名
を
記
載
し

た
返
信
用
封
筒（
切
手
貼
り
付
け
）

事
務
所
の
固
定
資
産
税
課
に
合
わ

せ
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

閲
覧
す
る
資
産
が
償
却
資
産
だ
け

の
場
合
は
、財
政
局
固
定
資
産
税

課
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

に
見
直
し
を
行
い
ま
す
。令
和
3
年

度
は
、平
成
30
年
度
の
価
格
か
ら
評

価
額
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。


